
 

 

 

高 浜 市 で は 、 高 浜 市 内 在 住 の 7 歳 以 上 18 歳 以 下 （ 小 学 生 ・ 中 学 生 ・ 高 校 生 等 ） お よ

び 65 歳 以 上 の 方 が 着 用 す る 自 転 車 用 ヘ ル メ ッ ト の 購 入 費 用 の 一 部 を 補 助 す る 制 度 を

実 施 し て い ま す 。

  高 浜 市 自 転 車 用 ヘ ル メ ッ ト 購 入 費 補 助 制 度 に つ い て  

補 助 の 対 象 者 は 下 記 表 の と お り で す 。  

 ヘ ル メ ッ ト の 使 用 者  補 助 金 の 申 請 者  

7 歳 以 上 ~18 歳 以 下 の 方  本 人  保 護 者  

65 歳 以 上 の 方  本 人  本 人  

条 件 ： 申 請 者 が 市 税 を 滞 納 し て い な い こ と が 補 助 の 条 件 と な り ま す 。  

※ 申 請 年 度 末 に ７ 歳 以 上 18 歳 以 下 お よ び 65 歳 以 上 と な る 方 で あ れ ば 、 申 請 時 に

6 歳 や 64 歳 で も 申 請 が 可 能 で す 。  

補 助 の 対 象 者 や 条 件  

申 請 年 度 に 購 入 し た 新 品 の 自 転 車 用 ヘ ル メ ッ ト の う ち 、 下 記 マ ー ク が 表 示 さ れ

て い る 安 全 性 の 認 証 を 受 け た も の  

SG マ ー ク  Ｊ Ｃ Ｆ マ ー ク  CE マ ー ク

（ EN1078）  

GS マ ー ク  CPSC マ ー ク  

※ 上 記 安 全 認 証 マ ー ク が つ い て な い も の は 対 象 外 と な り ま す 。  

補 助 の 対 象 と な る ヘ ル メ ッ ト  

購 入 金 額 の ２ 分 の １ （ 上 限 2,000 円 ・ １ ０ 円 未 満 切 捨 て ）  

※ ポ イ ン ト を 使 用 し た 場 合 、 ポ イ ン ト 差 引 後 の 金 額 が 補 助 の 対 象 と な り ま す 。  

※ ヘ ル メ ッ ト 使 用 者 1 人 に つ き 1 個 ま で の 補 助 と な り ま す 。  

補 助 金 額  

次 の 関 係 書 類 等 を ご 持 参 の う え 、市 役 所 本 庁 舎 ２ 階 防 災 防 犯 グ ル ー プ（ ２ １ 番 の

窓 口 ） で 申 請 の 手 続 き を し て く だ さ い 。（ 代 理 申 請 の 場 合 は 身 分 証 の ご 提 示 を お

願 い し ま す ）  

・ 領 収 書（ 申 請 者 ま た は 使 用 者 の 氏 名 、商 品 の 購 入 日 、金 額 、購 入 し た 店 舗 等 が

確 認 で き る も の ）  

・ ヘ ル メ ッ ト の メ ー カ ー 及 び 品 名 が わ か る も の （ 商 品 仕 様 書 や 外 箱 等 ）  

・ ヘ ル メ ッ ト の 使 用 者 と 申 請 者 の 身 分 証 明 書 （ 健 康 保 険 証 等 ）  

・ 印 鑑 （ 認 印 可  ゴ ム 印 不 可 ）  

・ 申 請 者 （ 使 用 者 が ７ 歳 ~１ ８ 歳 の 方 に つ い て は 保 護 者 の 方 ） の 口 座 情 報 が 分 か

る も の （ 通 帳 等 ）  

申 請 手 続 き に 必 要 な も の （ 関 係 書 類 等 ）  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

補助金の申請から交付までの流れ  

 
① 自 転 車 用 ヘ ル メ ッ ト を 販 売 店 で 購 入 し 、領 収 書 を 受 領 し て く
だ さ い 。イ ン タ ー ネ ッ ト で 購 入 さ れ た も の で も 、領 収 書 が あ れ
ば 対 象 と な り ま す 。  

② 購 入 さ れ た 年 度 の ２ 月 末 日 ま で に 、 下 記 関 係 書 類 等 を 持 っ
て 、 市 役 所 ２ 階 ２ １ 番 窓 口 （ 防 災 防 犯 グ ル ー プ ） ま で お 越 し
い た だ き 申 請 書 類 を 記 入 し ま す 。  
 
・ 領 収 書  
・ ヘ ル メ ッ ト の メ ー カ ー 及 び 品 名 が わ か る も の  
・ ヘ ル メ ッ ト の 使 用 者 と 申 請 者 の 身 分 証 明 書  
・ 印 鑑  
・ 申 請 者 の 口 座 情 報  

③ 申 請 内 容 を 市 が 確 認 し た 後 、市 か ら 交 付 決 定 通 知 が 届 き ま
す 。 そ の 後 、 補 助 金 が 指 定 口 座 に 振 り 込 ま れ ま す 。  
 
※ 現 金 に よ る 交 付 は で き ま せ ん  

◇ 問 合 せ 先 ◇          高 浜 市 役 所  防 災 防 犯 グ ル ー プ  交 通 安 全 担 当  

                            �����0566-95-9536 

             窓 口 対 応 時 間  月 曜 日 ～ 金 曜 日 ８ ： ３ ０ ～ １ ７ ： １ ５  

                          （ 年 末 年 始 、祝 日 を 除 く ） 

 


